
市長定例記者会見

令和８年６月２日

桑名市



市議会定例会［６月］

提出議案の概要について
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令和８年６月定例会の主な議案
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補正予算の規模

一般会計補正予算（第４号） 補正額 11億4,478万2千円

特別会計・企業会計 補正額  

◎ 一般会計（補正第４号）

  ・旧消防本部への複合化（応急診療所、総合福祉会館など）に要する費用

・旧消防本部内における職場環境の改善整備（女性消防職員専用スペース）に要する
費用

・桑名市こどもの権利条例に基づく、
「こどもの権利擁護委員会」及び「こどもの権利相談窓口」の設置

  ・徴収業務等に従事する職員の安全を確保するため、耐刃ベスト等の購入 ほか

補正予算の概要

1,017万5千円

条例の改正

◎桑名市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正
こどもの権利擁護委員会における委員長及び委員の報酬を規定するため、
所要の改正を行う。



人 権 政 策 課
人 権 セ ン タ ー

～桑名市こどもの権利条例～
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11月 こどもの権利擁護委員会
12月 こどもの権利相談窓口

設置します



こどもの権利条例 設置背景

児童の権利に関する条約(平成元年)の理念の下、こども    
基本法（令和５年）の施行等により、自治体にはこどもの        
権利保障を具体化する責務が求められています。

また、こどもたちを取り巻く環境は、児童虐待、いじめ、      
不登校、ヤングケアラーなど、年々多様化、複雑化してきており、
この状況を改善することは喫緊の課題です。

このような課題に対応するため、桑名市こどもの権利条例
（令和７年）が施行され、相談・救済と未然防止を目的とした、
こども自身の意見を聞く「こどもの権利相談窓口」及び独立性・

専門性を有する「こどもの権利擁護委員会」を設置します。

5



桑名市こどもの権利条例

(こどもの権利擁護委員会の設置)

第23条 市はこどもの権利侵害に対する救済及び回復等を目的として、
こどもの権利を擁護する機関(以下「こどもの権利擁護委員会」といいます。)
を設置し、その活動を支援します。

3 こどもの権利擁護委員会は、市のこどもの施策等を所管する部署とは
独立した機関とし、次の各号に掲げる職務を行います。

(1) 申し立てのあった権利侵害事案に対する調査及び調整

(2) 関係者への是正勧告

(3) 前号の是正勧告を受けた者に対する報告要求

(4) 第15条第3項の規定により設置する相談窓口への助言及び支援

(5) こどもの権利の普及啓発

１１月 こどもの権利擁護委員会 設置します

6



こどもの権利侵害に対する救済及び回復等を目的として、
「こどもの権利擁護委員会」を設置します。

【第１回開催予定】
令和８年11月

【擁護委員会の組織】
擁護委員会は、委員３人以内で組織
します。

【委員】
委員は、こどもの権利について識見の
ある者のうちから、市長が任命します。
（弁護士、福祉関係者（臨床心理士等）、
教育関係者（学識者等））

【任期】
委員の任期は、３年とします。
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１１月 こどもの権利擁護委員会 設置します



桑名市こどもの権利条例

(こどもに関わる相談)

第15条 市は、こどもが身近な場所で、困りごとや不安に     
感じることなどを安心して話すことができるよう、
多様な相談の場の拡充に努めます。

3 市は、こども、保護者、市民及び育ち学ぶ施設から、 
直接相談を受けることができる環境を整備します。

4 市は、こども、保護者、市民又は育ち学ぶ施設から相談を 
受けた者が必要に応じて適切な支援に繋ぐことができるよう、 
関係機関における連携体制の整備に努めます。
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12月 こどもの権利相談窓口 設置します



こども自身の意見を聞き、こども自身の気持ち
を大切にする相談窓口を開設します。

● こども自身の意見を聞くことを基本とし、
今まで相談に繋がらなかったこども
の声も聞く場所

● 相談者を市役所や育ち学ぶ施設の相
談窓口に繋ぐ役割

● 相談者(他の相談窓口含む）をこどもの
権利擁護委員会に繋ぐ役割

※こども 18歳未満

今後のスケジュール（案）
7月 こどもたちからの意見収集
7月 マスコットキャラクター募集
8月 啓発物品等作成準備  
9月 こどもの権利相談員
（会計年度任用職員）採用

9月 先進地視察
10月～11月  こどもの相談窓口 PR
11月  こどもの権利擁護委員会 設置
12月  こどもの権利相談窓口 設置
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12月 こどもの権利相談窓口 設置します

相談体制
〇こどもの権利相談員 R8.9～
・「こども自身が何を望むか」を聴き、こども
たちの気持ちを大切にしながら一緒に考える
〇こどもの権利相談員兼調査員 R8.4～
・相談窓口開設に向けた事前調整・準備
・相談窓口開設後の相談員のバックアップ等

相談 平日３日を基本とする

〇電話
〇面談 予約制
※SNSによる予約も可能



こども自身の意見を聞く窓口

こどもたちへの周知が大切！！！
タブレット等での周知に併せて・・・

様々な方法で周知を行う。

 「こども自身の声を聞く」場所であることを知ってもらう。
こどもたちに親しみを感じてもらう。

 こどもたちがどんなことに悩んでいるか、相談したいかなどの
意見を聞くと同時に、『こども自身の意見を聞く相談窓口』が
できることをＰＲする。

アンケートの実施

『こどもの権利相談窓口』マスコットキャラクターの募集

SNS、啓発物品、ポスター等で周知
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12月 こどもの権利相談窓口 設置します



その他の発表事項
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桑名水郷花火大会2026公式アンバサダーについて
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桑名水郷花火大会2026 公式アンバサダー

音楽ユニット「O.K.THANKS.」
桑名水郷花火大会2026 公式アンバサダーに就任！

楽曲『花火』公式テーマソング決定

桑名市観光協会

オフィシャルクリエイティブパートナー

桑名水郷花火大会を観て誕生した

楽曲。桑名水郷花火大会、初めて

の公式ソング♪

イベントや情報発信の

各分野で連携！

Keito（久次米慧人） 13



桑名水郷花火大会2026 公式アンバサダー
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「世界を目指す若者応援事業」への寄付贈呈式を開催します

定例記者会見 終了後

このあと！
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【主な内容】

・ ＵＳＪＣ様からの寄付金贈呈式

・その他、「事業概要」や「参加高校生代表からの志望理由・抱負」など

ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社 様から、桑名市が実施する
「世界を目指す若者応援事業」に対して、
「世界で活躍できる未来の半導体人材の育成支援に役立てて欲しい」との思い
から、ご寄付をいただけることとなりました。
これに伴い、寄付金贈呈式を執り行います。

×

本日の記者会見終了後、記者会見と同じ本庁３階第２会議室において

「世界を目指す若者応援事業」への寄付贈呈式を開催します！

「世界を目指す若者応援事業」への寄付贈呈式を開催します

× 三重県立桑名高等学校
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